
 

 

 

 

   

 

    2025年 12月３日 

各  位     

 

  会 社 名 

 

株式会社 ニ フ コ 

  本 社 所 在 地  神奈川県横須賀市光の丘５番３号 

  コ ー ド 番 号  ７９８８（東京証券取引所プライム市場） 

  代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長   柴尾 雅春 

    責 任 者 名  執行役員管理本部長    佐野 久実           

    （ＴＥＬ 03－5476－4850） 

 

 

当社子会社に関する韓国の公正取引委員会の発表について 
  

 

記 

 

  2025 年 12 月２日、韓国の公正取引委員会から、車両用エアベント購入入札に関する過去の取引に

関連して、韓国の独占規制及び公正取引に関する法律に基づき、複数の事業者に対して、是正措置を

命じ課徴金を賦課するとともに告発することを決定した旨の発表がありました。 

  上記発表において、当社の子会社 Nifco Korea Inc.（以下 NKO）についても、同法に違反する行為

が認定されたものの、韓国の公正取引委員会に対して、減免の申請を行い、その要件を充たしていた

ことから、是正措置、課徴金及び告発は免除されました。 

 

NKOは、2023年７月の立入調査以来、本件に関して、韓国の公正取引委員会による調査に真摯に協 

力するとともに独占禁止法遵守ルールの厳格化、ルールの周知・教育を強化してまいりました。 

当社としては、当社子会社が法律違反行為を行っていたことは誠に遺憾であり、株主様、お取引先 

様をはじめ関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げま

す。 

 

当社グループは、再発防止に向けて、各拠点においてコンプライアンス教育を再徹底してまいりま 

す。 

 

以 上 


